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《所是》 

 

    科学には限界があるが、愛情には限界がない。 

 

   人として自らを律し、こどもの自立を育もう。 

 

《指針》 

 

           １． 生命の輝きを支えよう 

 

       ２． 個性の輝きを育てよう 

 

       ３． 未来の輝きを信じよう 
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１ 名称及び所在地 

 

  名 称 熊本県こども総合療育センタ－ 

  所在地 〒869-0524 熊本県宇城市松橋町豊福２９００ 

                                                  TEL0964(32)1143 

                                                        FAX0964(32)1179 

１１ 名称及び所在地 
２ 設立目的 
 

  当センタ－は、障がい及び障がいの疑いのある子どもの早期発見、早期治療を目指して、

総合診断や療育の方向付けを行うことを目的としています。 

 

３ 概  要 
 

 当センターは児童福祉法に定める児童福祉施設であり、医療法で規定する病院でもあり

ます。また、県内の地域療育体制構築を目的とした支援を行う拠点施設でもあります。 

 

＜定 員＞ 

  入所 医療型障害児入所施設 ６０人（一般入所５２人、家族入所８人） 

  通所 医療型児童発達支援センター ２０人（肢体不自由児通園） 

        福祉型児童発達支援センター ３０人（発達障がい児通園） 

 

＜診療科＞ 

 整形外科、リハビリテーション科、小児科、歯科、泌尿器科、児童精神科 

 

 

４ 基本理念 

  

＜総合療育機能の確立＞ 

障がい又は障がいの疑いのある児童及びその家族の意志を尊重し、高度な検査、総合

的な診断等に基づいた適切な処遇の実施又は方針を提供します。 

 

＜障がいの早期発見・早期療育＞ 

  障がい又は障がいの疑いのある児童に早期の療育を行うため、早期発見や経過観察を

行い、適切な時期に指導や助言等を行います。 

 

＜地域療育の推進＞ 

  県内療育関係機関のネットワーク化を図り、身近な地域で適切な療育訓練が受けられ

る環境づくりを進めます。 

 

 



２ 

 

５ 沿  革 
 

  昭和30年7月1日          県立松橋療護園開設 定員50名（松橋町松橋３０８） 

  昭和30年12月1日            分校設置認可 

  昭和31年8月1日            増床 定員70名 

  昭和33年4月13日            天皇・皇后両陛下御視察 

  昭和36年8月5日          病棟増築 定員120名 

  昭和38年6月1日          通園部門設置 定員40名 

  昭和44年4月1日            町立分校を県立移管（県立松橋養護学校療護園分校） 

 昭和46年10月15日   園並びに分校新庁舎起工式挙行 

 昭和47年4月1日          分校独立（県立松橋東養護学校）    

  昭和47年8月10日           現在地へ新築移転（松橋町豊福２９００） 

 昭和47年9月1日          母子入園部門設置 定員4名 

 昭和47年10月27日   新庁舎落成式挙行 

  昭和48年8月7日          皇太子・同妃両殿下御視察 

 昭和50年12月1日           設立20周年記念「こばとの森」設置  

  昭和51年3月31日           通園部門中止  

  昭和53年4月1日          巡回健診事業開始 

  昭和53年7月31日           母子入園棟落成 定員16名 

  昭和63年3月30日           作業訓練棟新築落成 

 平成2年7月12日          皇太子殿下御視察 

 平成 3年 7月 1日          短期療育・短期入所事業開始 

 平成 4年 7月 1日          外来相談・巡回相談事業開始 

 平成 5年 4月 1日          グループ療育開始 

 平成 6年 4月 1日          熊本県こども総合療育センターに名称変更 

                      通園部門再開 定員50名 

                      入所部門変更   60名 

 平 成 1 4 年 3 月          こども総合療育センター再編整備基本計画策定 

  平成16年6月1日          肢体不自由児通園施設（定員25名）開設 

            知的障害児通園施設 （定員25名）開設 

            入所棟（医療棟・生活棟・すこやかハウス）、通園棟、訓練棟、

厨房棟供用開始、地域療育部設置 

 平成17年6月1日          外来棟供用開始 

 平成17年10月1日           全面供用開始 

 平成21年4月24日           (社)日本医療福祉建築協会主催の「医療福祉建築賞」受賞 

 平成22年 5月12日  (社)公共建築協会主催の「公共建築賞優秀賞」受賞 

 平成22年 6月 1日    通園部門定員変更  

                      肢体不自由児通園施設（定員20名） 

            知的障害児通園施設 （定員30名） 

 平成22年11月11日  (社)公共建築協会主催の「公共建築賞特別賞」受賞 

 

 



３ 

 

 平成24年 4月 1日  肢体不自由児入所施設を医療型障害児入所施設(定員60名)に移行 

           肢体不自由児通園施設を医療型児童発達支援センター(定員20名)

に移行 

           知的障害児通園施設を福祉型児童発達支援センター(定員30名)に

移行 

 平成 26年 7月 1日  給食業務の外部委託開始 

平成 27年 7月 1日   創立６０周年（同年11月13日記念行事を実施） 

［参 考］ 

  ○ 病院開設許可 S47.8.8 熊本県指令医第116号 

  ○ 病院使用許可 S47.8.11    〃   118号  

  ○ 診 療 科 目       整形外科、リハビリテーション科、小児科、歯科、耳鼻咽喉科、 

泌尿器科、児童精神科（眼科：H28.3.31廃止） 

  ○ 看    護  H24.8.1 障害者施設等入院基本料 (10:1) 

  ○ 給    食  H16.6.1 入院時食事療養(1) 

  ○ 基 準 寝 具        S47.8.30 熊本県指令保第36号（寝）第127号  

 

６ 施設の規模 
 

  (1) 施設面積   53,560.37㎡ 

  (2) 構造及び面積 外来棟     RC一部2階建      2,821.96㎡ 

          訓練棟      RC一部鉄骨一部2階建  1,809.52㎡ 

          通園棟     木造一部RC        972.83㎡ 

          生活・医療棟  木造一部RC       1,591.21㎡ 

          すこやかハウス RC            338.52㎡ 

          厨房棟     RC            364.72㎡ 

          渡り廊下等   鉄骨           103.46㎡ 

          ポンプ小屋   鉄骨           59.43㎡ 

               計              8,061.65㎡ 

 



４ 

 

      

 

(3) 位 置 図 

 

 

 

  
 

主要地点までの距離 

・ＪＲ松橋駅   3.0Km 

・松橋ＩＣ    2.3Km 

・宇城市役所   2.0Km 
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(４)  こども総合療育センター平面図
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所長、診療部長を含む

歯科医師数は医局で計上

※１

① ①

 ７
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８ 業務の内容 

 

外来診療 

子どもの運動障がいや、小児整形外科的疾患、小児神経疾患、発達障がい、精神疾

患、歯科について治療を行っている。 

 

 一般入所 

18歳未満で入院治療を必要とする心身障がい児に対し、整形外科及び小児科の医師

の診断に基づき、必要な治療・リハビリを集中的に行う。 

 

 すこやかハウス（家族入所） 

子どもと家族が共に入所し、整形外科及び小児科の医師の診断に基づき、必要な治

療・リハビリを集中的に行う。 

入所は１～３ヶ月とし、退所後も家庭での療育ができるよう専門スタッフによる家

族への研修を行っている。 

 

 児童短期入所事業（レスパイトケア） 

   保護者の疾病、その他の理由により家庭で介護を受けることが一時的に困難となっ

た障がい児の受け入れを行っている。 

 

 通園（くまのこ園） 

  医療型児童発達支援センター 定員20名 

     就学前の肢体不自由児に対して、保護者とともに小グループによる療育を行う。 

  福祉型児童発達支援センター 定員30名 

     就学前の発達障がい児であって、保育所や幼稚園で適応が困難な児童に対し、単

独で自立に向けた療育を行う。 

 

 熊本県障害児（者）療育拠点施設事業 

平成１６年６月から県全域の重症心身障害児（者）、知的障害児（発達障害児）、身

体障害児に対する地域の療育機能向上及び地域療育支援体制整備を目的として、熊本県

障害児（者）療育拠点施設事業を開始した。平成１８年から県内10カ所の障害保健福祉

圏域において開始した療育相談員設置事業、地域療育等支援事業からなる地域療育セン

ター事業（市町村事業）と連携した支援を実施している。 

 

 すこやか育児相談事業 

心身の発達に何らかの問題を有する児を早期に発見することで、早期治療しリハビ

リにつなげ合せて早期療育の推進を図るため、県内の保健所（宇城及び御船を除く）

で発達相談指導を行っている。 
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（1）医 療 

 ア．医療 

    当センターは、一般入所児定床５２名、家族入所児定床８名を有する。入所児は、

脳性麻痺をはじめとする様々な要因による肢体不自由児、重複障がい児で、整形外科

的手術や各種のリハビリなどを行い、子どもの機能障がいの回復・軽減に努めている。

てんかんなどの合併症のある子どもも多く、小児科入院に対してもできるかぎり対応

している。 

  外来では、脳性麻痺、運動発達遅滞をはじめとする運動障がいや小児整形外科疾患

だけでなく、知的障害、自閉スペクトラム症、言語発達遅滞など各種の発達障がいや、

様々な基礎疾患を有し、より細やかな医療的対応を要する重度児の受診も増加してい

る。 

    医師は所長をはじめとする整形外科３名、小児科４名、歯科１名が常勤している。 

その他、小児科１名、児童精神科１名、泌尿器科１名の嘱託医師が定期的に診療に携わ

っている。 

＜週間医療業務＞                       ＊診療は予約制。 

月 外来診察、補装具診察、病棟診療、通園 

火 手術、グループ指導、地域療育支援、各種カンファレンス等、通園 

水 外来診察、補装具診察、病棟診療、通園、すこやか育児相談事業 

木 外来診察、外来療育、補装具診察、病棟診療、通園  

金 外来診察、補装具診察、病棟診療、通園、病棟回診、カンファレンス 

 ★整形外科：月・水・金（午前） ★小児科・歯科：月・火（小児）・水・木・金 

 ★泌尿器科：1回／月（午後） 

★児童精神科：３回／月（午前） 

 

イ．看 護 

   近年、地域支援の充実とともに入所児が減少傾向にある。入所児は、幼少化、重度化

し発達障がいを併有している子どもが増えている。入所期間は、手術やリハビリ目的の

３ヶ月程度の入所から就学や社会的入所の長期入所と二極化している。 

   センターは、障がい児の専門施設としての急性期病院の後方支援病院の役割と中間施

設としての役割を担っており、救急看護から小児科、整形外科、障がい児看護と幅広い

知識が求められている。 

子ども達の一番身近にいる私達は、多くの職種のコーディネーターとしての役割を果

すと同時に入所児のＱＯＬを一層高める努力をし、家族から信頼される安全で質の高い

医療・療育が提供できるような環境と支援を行っている。 

スタッフの資質の向上を目指して、教育委員を中心に生活棟では、看護師・保育士・

児童指導員の職域を超え、スタッフ全体の療育研修を、医療棟では医療技術の研修を実

施している。看護部の現任教育では、経験年数やレベルに応じたクリニカルラダーで専

門的な知識・技術の習得を図っている。生活棟にユニットケアを導入して１６年目とな

り、これまでの検証と更なる取り組みのため、今後はユニットケア研修を再構築し充実

させていく必要がある。 
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（ア）医療棟 

  医療棟は医療入所１２床と家族入所８床の２棟からなり、整形外科的治療（手術・

リハビリなど）に加えて、小児科的治療が必要な子どもの看護や健康管理を行ってい

る。最近は、気管切開、胃ろう造設の子どもも増え、安全で質の高い看護が必要とな

っている。また、医療ケアが高い個室対応の短期入所や病気での医療入院もあり在宅

の子どもや保護者をサポートしている。看護の提供はもとより、精神面や今後に繋が

る生活面へのアプローチにも取り組んでいる。家族入所は全室個室で治療やリハビリ

を行っているが、各分野からの専門的なサポートを行い、入所中に家族に対する学習

の場の提供も行っており、退所時の家族アンケートで良い評価を得ている。 

  最新の看護ケア習得のため外部研修に参加し、子どもの成長・発達に応じた心身両

面へのより一層の関わり方を検討している。 

 

（イ）生活棟 

 「虹の丘ハウス」「風の丘ハウス」の２棟からなり、各２０床の小規模生活単位のユ

ニットケアの考え方を取り込んでいる。子どもひとりひとりの個性に寄り添い、より家

庭的な環境のもとで「主役はこども」をコンセプトに、それぞれの専門性を活かし、連

携・協働のもと、安心・安全な個別支援を実践している。 

急性期医療を終えた子ども達の「生活の場」であり、次の①～④までが主な特徴とな

る。 

①看護師と療育スタッフ（保育士・児童指導員）が勤務している。 

②スタッフのユニフォームをポロシャツとしている。 

③子どもたちのスケジュールに合わせた勤務シフト（変則３交代勤務）により、下校

後から就寝までの勤務を増やし子ども達の余暇時間の充実を図る。 

④ハウスの中に小さなキッチン（サテライトキッチン）を設け、そこから見える作っ

ている人、そこから聞こえる食材を切る音やご飯の炊ける匂いを感じてもらうこと

で家庭との連続性を持たせることを意識した空間づくりを行っている。 

当センターは、医療型の児童福祉施設であり、中学校卒業までに家庭や次の施設へと

移行する中間施設としての位置づけとなっている。そのため、こどもの成長・発達に大

きく影響する時期に子どもの生活に関わる役割は大きく、ひとりひとりの子どもに寄り

添い、特性に合わせた環境整備や支援をすることで、成長発達を育み、子どもの次の居

場所へのスムーズな移行を目指している。 

 

（ウ）外来 

 看護師７名（嘱託看護師３名含む）で構成し、手術・中材業務も兼ねている。診療科

目は、小児科・整形外科・歯科・児童精神科・泌尿器科となっている。近年は、自閉ス

ペクトラム症の疑いのある子どもの受診が増え、小児科の新患においては２～３ヶ月受

診待機の状況である。これらの子どもに対しては療育指導にも力を入れている。 

歯科診療のニーズも高く、他院で治療困難な子どもの治療を行っている。様々な不安

を抱え受診を待っている家族の心の拠りどころになれるよう相談しやすい雰囲気づく

りを心掛けている。 

外来看護は、短期間の間にどのような援助が必要かを洞察し、家族の不安を和らげ、

在宅で安心して暮らせるようなタイムリーなアドバイスや精神面でのサポートが求め

られる。家庭療育支援を大きな柱とし、健康管理や経管栄養・自己導尿・在宅酸素療
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法・人工呼吸療法などの管理指導を行っている。あらゆる発達段階にある子どもとそ

の家族に、心身両面への指導や援助が出来るよう地域の各機関との連携を図っている。 

 令和２年度より医療クラーク３名（嘱託職員）を採用し、主に医師の補助として診断

書などの書類やカルテ管理、受診者に関するデータ整理などの業務を担っている。 

 

（エ）手術室 

  外来看護師が兼務で手術室・中央材料室の業務を行っている。脳性麻痺の子どもに

対する股関節周囲筋解離術をはじめ足関節周囲筋解離術のほか大腿骨骨切り術など年

間35件程度の手術を行っている。子どもと家族が安心して手術を受けられるよう、手

術が決まったらクリニカルパスとプリパレーションを併用し説明を行っている。手術

を受ける子どもの心身両面を支え、手術が安全で効果的に遂行できるように術前・術

後訪問を行い、病棟と手術室の連携による一貫した看護サービスの提供を行っている。 

  

ウ．リハビリテーション  

    リハビリテーション室は、別表の職種別週間スケジュールに基づき、他部門との連

携を取りながら入所部門、通所部門及び外来部門の個別リハビリテーションや両親指

導の他、保育園・幼稚園・学校との情報交換等を行っている。 

  

(ア) 理学療法 

    乳幼児および児童の日常生活や将来の社会生活の基本となるように、外来、通所、入

所を利用する一人一人の症状、年齢、社会背景等に応じた運動発達促進と機能改善・維

持を目的とした運動療法、その他変形や拘縮に対する徒手療法や装具療法、また、車椅

子や座位保持装置などの生活環境に対する支援、術前術後理学療法、温熱療法を実施し

ている。また、運動障がいや発達障がい児の早期発見の場である「すこやか育児相談事

業」へ  の参加や必要に応じた学校や保育園等との連携も積極的に取るようにしてい

る。 

 

(イ) 作業療法 

    入所、外来、通所、家族入所児に対し、子どもの将来にわたっての豊かな生活への

適応を目的として、運動機能その他の評価をもとに、目標の設定、子どもの興味のあ

る活動や遊びを通して治療、具体的動作に関する支援（椅子や自助具の作製・福祉用

具の導入等）の他、住環境等に関する相談にも対応している。 

  その他、「すこやか育児相談事業」への参加、必要に応じて学校や保育園等との連

携も行っている。 

 

(ウ) 言語聴覚療法 

   言葉の遅れや構音障がい、コミュニケーション障がいを持つ子どもに対して、言語

発達を促すための指導や、発声・発語リハビリテーション、コミュニケーション指導、

摂食リハビリテーションを実施している。 

 脳性麻痺や運動発達の障がいをともなう子どもの入所、家族入所、通所での指導のほ

か、外来では機能性構音障がいや難聴、口蓋裂、吃音など小児の言語発達障がい全般に

関する相談があり、対応している。また、必要に応じて保健所や保育園、幼稚園、通園

施設、学校などと連携し、子どもを取り巻くより良い環境づくりに努めている。 



曜日 月 火 水 木 金
枠 8：30～8：50 ミーティング ミーティング ミーティング・整形回診 ミーティング ミーティング

1 8：50～9：30 外来個別 外来個別 外来個別 外来個別 外来個別

2 9：40～10：20

3 10：30～11：10 外来個別 外来個別

4 11：20～12：00 外来個別 外来個別
12：00～13：00

5 13：00～14：00 入所・外来個別 入所・外来個別 入所・外来個別 入所・外来個別

6 14：00～15：00 入所個別

7 15：00～16：00

8 16：00～17：15

備　考

曜日 月 火 水 木 金
枠 8：30～8：50 ミーティング ミーティング ミーティング・整形回診 ミーティング ミーティング

1 8：50～9：30 外来個別 外来個別

2 9：40～10：20 外来個別

3 10：30～11：10 外来個別

4 11：20～12：00 外来個別

12：00～13：00

5 13：00～14：00

6 14：00～15：00 入所・外来個別 入所・外来個別 入所・外来個別 入所・外来個別

7 15：00～16：00

8 16：00～17：15

備　考

曜日

枠 8：30～8：50

1 8：50～9：30 外来個別 外来個別 外来個別 外来個別 外来個別

2 9：40～10：20

3 10：30～11：10 外来個別 外来個別

4 11：20～12：00 外来個別 外来個別

5 12：00～13：00 個別 個別 個別 個別 個別

6 13：00～14：00 個別 個別 個別 個別 個別

7 14：00～15：00

8 15：00～16：00

9 16：00～16：30

16：30～17：15

外来個別 外来個別

外来個別 外来個別 外来個別

外来個別 外来個別 外来個別

外来個別 外来個別

個別 個別

個別 個別 個別 個別

月に8回の新患の発達検査を実施している。（9：40～12：00）

備　考 [個別]には外来の他、入所・通園も含まれる。
午前中は新患への対応を含む。
月に１３回前後の新患の言語検査を実施している。（8:50～10:30、10:30～12:00）

外来リハカンファレンス
スタッフミーティング
勉強会
症例検討会
病棟回診
教材作成
学生指導

個別 個別 個別 個別

個別 個別

記録・準備 記録・準備 記録・準備 記録･準備

外来個別

ミーティング

言　語　聴　覚　療　法

月 火 水 木 金
ミーティング ミーティング ミーティング ミーティング

外来リハカンファレン
ス、自助具・椅子作製
スタッフミーティング
勉強会
症例検討会
病棟回診
GMFM等評価測定
学生指導
検査記録

入所・外来個別 入所・外来個別

入所個別

入所個別
学生指導

入所個別
学生指導

入所個別
学生指導

入所個別
学生指導

入所個別
学生指導

入所個別 入所個別

入所・外来個別入所・外来個別

入所個別 入所個別

入所個別
学生指導

入所個別
学生指導

入所個別
学生指導

理　学　療　法

作　業　療　法

外来個別 外来個別 外来個別

入所個別

外来個別 外来個別

外来個別

外来個別

外来個別

外来個別

外来個別

外来個別

入所個別 入所個別

外来個別

外来個別

外来個別

Ｓ
Ｉ

（
サ
ー

キ

ッ
ト

ル
ー

ム

）

外来個別

入所個別

外来個別

外来個別

外来個別

外来個別

月、水、金の午前中は新患（経過観察）への対応を含む。

外来個別 外来個別

外来個別

外来個別

外来リハカンファレン
ス、スタッフミーティン
グ
勉強会
症例検討会
病棟回診
GMFM等評価測定
学生指導

入所個別 入所個別

外来個別

外来個別

外来個別
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エ．薬局 

  外来及び入所の調剤業務、医薬品等の保管管理並びに情報収集、服薬支援等を薬剤師

２名で実施している。 

  小児は錠剤やカプセル剤を服用できない場合が多いため、錠剤の粉砕化、脱カプセル

や散剤への変更等、患児の状態に応じて剤型を工夫している。入所児については、処方

薬を個別の与薬箱へセットして与薬忘れを防ぐ等、薬物療法の向上に努めている。 

  また、患児のお薬手帳を用いて、他医療機関からの処方薬の確認を行い、医薬品の重

複投与、併用禁忌等の有無をチェックするとともに、保護者への説明及び薬剤情報提供

を積極的に行うことで、患児の適切な服薬を支援している。  

  加えて、学校薬剤師業務として、隣接する松橋東支援学校の環境調査（教室内の照度

・騒音測定、毒劇物の管理調査、プールの消毒状況調査等）を養護教諭とともに行って

いる。 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

外来処方箋枚数 1,771 1,601 1,817 2,009 1,756 1,531 

入所処方箋枚数 1,386 1,167 1,102 1,278 1,354 1,203 

合計 3,157 2,768 2,919 3,287 3,110 2,734 

 

オ．放射線 

 診療放射線技師２名で、一般撮影、ポータブル撮影、透視、ＣＴ撮影を行っている。 

 撮影対象者の大部分が乳児から児童であり、また、様々な障がいを有していることもあ

るので、撮影部位を固定するために、保護者とともに技師が介助を要する場合が多い。 

 このため、撮影室内にぬいぐるみを置き、壁面には動物のシールを貼付するなどして、

患児や保護者との対話を重視し、緊張感や不安な気持ちを和らげる環境づくりに心がけて

いる。 

また、診療用放射線安全責任者として、当部門の技師が充てられているので、センター

全体の診療用放射線に関する安全管理のための体制確保の推進を担っている。 

なお、年間撮影件数の推移及び主な撮影部位は、下表のとおりである。 

 

年間撮影件数

病棟 手術室 一般撮影室 手術室

Ｈ２８ 1,138 29 18 7 13 5 1,210

Ｈ２９ 1,112 5 18 7 14 9 1,165

Ｈ３０ 1,373 21 15 5 15 8 1,437

Ｒ１ 1,236 16 19 2 16 11 1,300 6

Ｒ２ 1,295 18 15 6 14 11 1,359 17

年度
ポータブル撮影 透視

一般撮影 ＣＴ撮影
（別掲）
歯科撮影

合計
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令和２年度　部位別撮影状況（上位５部位）　　

股関節 足部 下肢 全脊椎 頚椎 合計

件数 524 222 163 155 73 1,137

割合(%) 38.2 16.2 11.9 11.3 5.3 82.9  

 

カ．検査 

  臨床検査技師１名で、血液・生化学検査、尿検査、生理検査（心電図、脳波）、血液

ガス分析を行っている。 

  生理検査については安静状態での検査が必要となるため、検査環境や対応の面で患児

が安心して検査できるよう配慮を行なっている。 

血液・生化学検査のうち、生化学的検査の至急検査については検査室で実施している。

生化学的検査、薬物分析検査、内分泌学的検査、免疫血清学的検査、微生物学的検査等

は外部の検査機関に委託している。 

  

施設内検査件数（年間） 

 

年度 

 

尿検査 

血液 

検査 

ＣＲＰ

検査 

血液 

ガス 

生化学 心電図 脳波 

検査 

尿 

(通園) 

H27 110 385 173 7 35 48 113 78 

H28 108 319 125 3 24 51 81 80 

H29 97 334 110 4 31 60 96 92 

H30 106 343 130 4 27 58 103 70 

R1 95 214 103 ７ 36 68 68 32 

R2 116 246 84 3 19 53 73 34 
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キ．心理 

 

   心理は、当センター利用の全ての子ども（外来通院、通園通所、入所）を対象

としている。医師、リハビリテーションスタッフらと連携して、発達特性を把握

するための各種心理発達検査、メンタルケアとしてのカウンセリング、子どもの

発達特性に合わせた個別療育を行っている。 

   また、保護者が安心して、より自信を持って子育てに取り組んでいただけるよ

うに、子どもの特性と対応ポイントの理解が進むこと、育てにくさの負担感が軽

減することなどを目的とした保護者支援にも力を入れている。保護者の個別相談

では、CARE™（子どもと大人の絆を深めるプログラム）を利用した実践的な関わ

り方の提案を行う等、それぞれのニーズに合わせた相談援助を行っている。さら

に、グループで関わり方を学ぶ場としての‘かかわり方講座（旧ほめ方講座）’

は、子どもへの対応方法について２回完結のオープンスタイルで実施している。 

   その他に、各種心理発達検査や個別療育実施後のフォローアップとして、保護

者や保育園、学校宛の情報提供書を作成することや、当センターの地域支援スタ

ッフと共に就園先や就学先、地域の児童発達支援事業所などに訪問する、支援会

議に参加するなどして、子どもの地域移行支援も行っている。 
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［資料１ 週間時間割］ 

ミーティング・準備 ミーティング・準備 ミーティング・準備 ミーティング・準備 ミーティング・準備
・検査
・心理療法
・心理相談
・個別療育

・検査
・心理療法
・心理相談
・個別療育

・検査
・心理療法
・心理相談
・個別療育

・検査
・心理療法
・心理相談
・個別療育

・検査
・心理療法
・心理相談
・個別療育

・心理療法
・心理相談
・個別療育

・心理療法
・心理相談
・個別療育

・ミーティング
・心理療法
・心理相談
・個別療育

・心理療法
・心理相談
・個別療育

・心理療法
・心理相談
・個別療育

・入所児個別面接
・会議
・記録・資料・教材等
準備

・入所児個別面接
・会議
・記録・資料・教材等
準備

・入所児個別面接
・会議
・記録・資料・教材等
準備

・入所児個別面接
・会議
・記録・資料・教材等
準備

・入所児個別面接
・会議
・記録・資料・教材等
準備

「かかわり方講座（旧ほめ方講座）」（月2回）

不定期開催 外来保護者勉強会（隔月1回程度）

8:30-9:00

9:00-12:00

（昼休み）

13:00-16:00

16:00-17:15

定期開催

金月 火 水 木

 

 

 

 

［資料２ 年度別実施件数］ 

０～６才 小学生 中学生～ 療育 心理療法 心理検査 グループ 相談 グループ
H27 1,831 1,573 258 1,161 305 65 374 183 741 5 131 104
H28 2,182 1,830 336 1,177 622 181 310 386 827 63 94 79
H29 2,725 2,341 384 1,449 942 149 537 620 778 60 143 99
H30 2,374 1,954 420 1,091 836 94 301 441 733 71 148 158
H31(R1) 2,464 2,009 455 1,019 756 149 332 482 694 84 217 111
R2 1,518 1,289 229 709 471 123 23 429 656 0 118 62

（年齢別、相談種別の合計は、その他を計上していないため総件数と一致しない）
こどもの年齢別

こども 保護者
外来相談種別

総件数 外来 入所
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（2） 入所児の生活支援 

 

   ア．基本的生活習慣の習得 

         排泄・食事・着脱・歯磨き・入浴等基本的生活習慣の習得に向け、子どもの心身

の状況に合わせた援助を行っている。介助用便座・自助食器・浴槽の手すりなどハ

ード面の充実とともに、個々に合わせた支援目標を設定し支援にあたっている。理

学療法士・作業療法士・言語聴覚士や心理療法士と連携を取りながら、支援方法の

工夫も行っている。 

 

   イ．社会生活能力の向上 

         個人の身体機能や知的状況に合わせた社会生活能力の向上を目指して、衣服の洗

濯・居室の整理整頓・衣服の始末・電話のかけ方・あいさつなど日々の生活の中で

取り組んでいる。 

    近年は低年齢の児童が増えており、幼児を対象とした療育活動にも取り組んでい 

る。場面に応じた社会生活面を意識した指導に力を入れ、”友達関係”づくりに役 

立っている。 

 

   ウ．余暇の充実 

    年齢、興味等に応じてテレビ･ビデオ･ＤＶＤ･音楽鑑賞･ゲームなど楽しむことが 

できるよう機器を揃えている。パソコンも子どものニーズに合わせて利用できる。 

平日には余暇活動の時間を設けて、個人や小グループに対して遊びや興味を引き 

出すための取り組みを提供している。 

学校のない週末には保育士によるレクリエーションを行い、自宅外泊できない子

どもの楽しみとなっている。 

     家庭学習（学校の宿題または個人の希望学習）は、自主的に行うことを基本とし

    個々に応じた支援を行っている。 

         入所棟の中庭には菜園を作り、季節野菜を育て成長の観察や収穫の喜びを感じて 

いる。更には食育の一環として食べる喜びも味わっている。通学路には花壇やプラ 

ンターに季節の草花を植え、季節を感じてもらう取り組みも行っている。 

 

   エ．行事    

         センター全体で取り組む海水浴やお祭り広場等の行事の他にも、季節の行事の 

   ひな祭り・七夕会・花火大会・お月見・クリスマスお楽しみ会などを行い、楽し

い時間が過ごせるようにしている。また、社会的・家庭的理由により帰宅できな

い子どもについては、外出の機会を設け、買い物・映画鑑賞・外食など子どもの

希望を取り入れ、より楽しい時間が過ごせるように配慮している。 
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   オ．保護者との連携 

         週末帰宅や夏季・冬季・春期帰宅時は、言葉による連絡だけでなく、連絡ノート

    にセンターの生活の様子や援助の状況等を記入している。また、家庭の様子や保護

    者の要望・質問などの書き込みをしてもらうことで、より連携を取りやすい配慮を

    行い、行事への参加協力もお願いしている。 

          

 

   カ．松橋東支援学校との連携 

         毎月の行事調整会議において、お互いの行事や子どもの基本的生活面の援助の方

法等について情報を交換し連携して取り組んでいる。家庭学習等についても意見

交換や情報交換を行っている。 

    年１回(必要な児童については、タイムリーな検討会を実施)、学校とセンター

でケース会議を設けている。児童個々については受け持ち看護師・療育スタッフ

と学校担任で課題や取り組みの共有を図り、両者で統一した対応を行っている。 

また、病棟の回診には学校からの参加があり、治療方針などの認識を共有化し

ている。   

 

   キ．こども会 

  名称：コスモスこども会。テーマを「みんなともだち」とし、毎月１回行って

いる。こども会役員が主になり会を運営し、職員から行事についての説明を行う

ほか、子ども達が生活の中で気づいたことやセンターへの要望などを出し合う機

会となっている。 

 

   ク．その他 

         ユニットケアを基本とした生活を子どもに提供できるように、センター全体で 

 工夫を重ねながら取り組んでいる。 
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  ケ．年間行事 

月 主な行事       実施内容 

４ 

 

 

お見知り会 

未帰宅児外出 

 

・転入職員や新採職員を子どもに紹介する。 

・家庭に帰ることのできない子どもと外出し、外食・遊び・買

い物など楽しい一日にする。 

５ 

 

こどもの日 

春の収穫祭 

・合奏など子どもの楽しむ集まりのほか、手作りおやつなどで

楽しい一日にする。 

６ 

 

虫歯予防デー 

 

・歯科医師・歯科衛生士の協力で、子どもに合わせた虫歯予防

のほか、歯磨き指導を受ける。 

７ 

 

 

 

 

 

プール招待 

 

七夕 

すいか割り大会 

くすのき園夏祭り 

海水浴 

・肢体不自由児協会の招待。参加可能な子ども、保護者、セン

ター職員及び学校職員が参加。 

・七夕飾りを作り、願い事を書き飾る。合奏や絵本の読み聞か

せなど楽しい時間を過ごす。 

・近隣施設の夏祭りに参加し交流を図る。 

・参加可能な子ども、保護者、センター及び学校職員が参加 

８ 

 

未帰宅児外出 

納涼祭、花火大会 

・家庭に帰ることのできない子どもと外出し、外食・遊び・買

い物など楽しい一日にする。 

９ 

 

月見会 

 

・月にまつわる昔話などの絵本の読み聞かせなどの後、月を見

ながら自然を感じる時間にする。 

10 

 

 

 

お祭り広場 

 

秋の収穫祭 

コスモス園秋祭り 

・子どもと保護者、センター職員及び学校職員が参加し、お祭

りの雰囲気を経験し、バザーの買い物などを楽しむ。 

 （学校、センター及び保護者会主催） 

・近隣施設の秋祭りに参加し交流を図る。 

12 

 

 

餅つき 

 

クリスマス会 

 

・子どもとセンター職員及び保護者有志が参加し、楽しい時間

を過ごす。 

・お楽しみ会、サンタプレゼント、食事会、子どもの歌や劇ま

た、保護者会の歌や踊りなどで楽しい時間を過ごす。 

１ 

 

 

未帰宅児外出 

 

 

・家庭に帰ることができない子どもと外出し、外食・遊び・買

い物など楽しい一日にする。 

 

２ 

 

節分 

 

・節分にまつわる絵本の読み聞かせなどの後、豆まきで健康を 

 願う。 

３ 

 

ひなまつり 

お別れ会 

・ひな壇を飾り女子の節句を祝う。 

・転退職職員と子どもとのお別れ会。 
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コ．入所児日課表 

  時間    日課 

 起床 着替・排泄・洗面 

7:30 朝食 食事・歯みがき・登校準備 

8:40 登校  

8:45 ～ 9:30 第１時限  

9:40 ～ 10:25 第２時限  

10:40 ～ 11:25 第３時限  

11:35 ～ 12:20 第４時限                       （幼稚部午前中授業） 

12:30 昼食  

13:20 ～ 14:05 第５時限 個別リハビリ 

14:15 ～ 15:00 第６時限  

15:00 おやつ  

18:00 夕食 食事・歯みがき 

 入浴  

21:00 消灯 ※遅くまで学習する児童は延燈可 

 

 

    入所児食事時間： 朝 ７：３０、昼 １２：３０、夜 １８：００ 

 

 

  サ．保護者会 

        平成２年１１月２日父母の会として発足。 

        会員同士の励まし、助け合いに努め、保護者とセンターとの交流を積極的に促進

   し、お祭り広場及び海水浴は、共催の形で実施している。 
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（3） 通園（くまのこ園） 

   早期療育に重点をおき、障がい告知間もない保護者に対し子育て支援と障がい受容へ

の支援を行っている。またそれぞれの発達段階に応じて支援を行い、特に自閉症に関し

ては障がい特性を考慮した環境設定を行っている。 

 

ア． 医療型児童発達支援センター 

治療方針や訓練計画に基づいて医療部門と連携を取りながら、小グループでの療育

を行っている。療育の中で関わり方や支援について保護者に実践的に伝えることや、

保護者同士のつながりもサポートしている。 

利用親子は少なくなっているが、反面発達障がいも併せ持つ児童が増えている。 

       ・定員 ２０名 

        ・通園形態 家族で通園（火・水・金） 

          単独通園（月・木） 

        ・クラス名  「チューリップクラス」       

       ・対象    就学前の肢体不自由児   

・療育内容    保護者とともに小グループでの療育を行う。 

    ・スケジュール 

           ９：３０ 登園 

                  午前中のプログラム               午後のプログラム 

                   乾布まさつ                       行進 

                   朝の会                           お話を聞く 

                   リズム遊び                       課題遊び 

                   お茶                             おやつ 

                   サーキット・スヌーズレン         終わりの会 

                   ソフトルーム 

                   昼食 

          １５：００ 降園 

 

イ． 福祉型児童発達支援センター 

      地元の園での適応が困難な自閉症児を対象に、自閉症の特性であるところの視覚優位 

を活かした支援を行っており、自立して活動できる工夫をしている。また保護者向けに 

は、日々の連絡や勉強会を開催して特性理解や支援方法を学んでもらっている。 

       ・定員 ３０名 

      ・通園形態 毎日～週１回通園 （単独通園）  

      ・クラス名  「コスモスクラス」「ひまわりクラス」「あさがおクラス」 
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      ・対象   歩行可能な知的障がい児及び発達障がい児であって、地域の保育所や幼 

稚園等で適応が困難な就学前の児童 

      ・療育内容（単独通園） 

小グループで、児童一人一人に合わせたスケジュールに従って活動を行う。 

自閉症とその周辺群の子ども達へＴＥＡＣＣＨのアイディアを取り入れた個別支

援教育を施している。 

      ・スケジュール 

          ９：３０ 登園 

                    個別の機能に合わせた構造化による支援を受ける 

                    スケジュ－ルはすべて個別対応 

                  （一人で勉強・先生と勉強・おやつ・制作・カーム・ＢＯＯＫ・食事・

手伝い活動・サーキット・スヌーズレン・ソフトルーム等） 

                    ＰＥＣＳ（絵カード交換式コミュニケーションシステム） 

           ソーシャルストーリーズ・コミック会話なども用いて支援している。 

         １５：００ 降園 

    
環境の構造化                    

エリアを明確な仕切りで分ける構造化された教室    

 
 

ＰＥＣＳ（ぺクス） 

絵カード交換式コミュニケーションシステムです。  

子どもが要求したいカードを、コミュニケーション
パートナーに渡すことで、発語がなくても相手にし
っかり要求を伝えることができます。発語を促す効
果もあります。 

トランジッションエリア 

不安を回避し、安心して学習や作業に取り組むために 
スケジュールを決め掲示します。子ども達それぞれに
合わせた形態のスケジュールが提示してあります 
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（4） 連携調整 

センターの基本理念である「総合療育機能の確立」を推進するため、保護者や児童の

相談窓口、関係機関との調整を行うことを目的として、令和２年４月に連携調整班を設

置した。 

 

ア．松橋東支援学校との連携 

従来から行っている隣接する松橋東支援学校との連絡調整は基より、入所児童が充実

した学校生活を送ることができるよう支援を行っている。 

 

イ．入所・通所児童、保護者からの相談対応 

一般入所、家族入所及び通所などにおける保護者や児童からの不安や要望等の各種相

談に応じている。他の医療機関での受診や他施設でのサービス提供が適当な場合は、保

護者や児童の意向に配慮しながら調整を行い、関係機関への引き継ぎを行っている。 

 

  ウ．医療機関との連携・調整に関すること 

他の医療機関からの入所の相談窓口となり、医師や所内の関係部署との調整を行って

いる。入所児童が在宅へ戻る前に各関係機関との連絡調整を図り、児童や保護者の方々

が安心して地域での生活が送れるよう退院支援を行っている。 

 

エ．短期入所事業及び日中一時支援事業の利用に関すること 

居宅で生活している肢体不自由児や保護者の日常生活支援を目的とする短期入所事業

及び日中一時支援事業の利用に関する相談や契約については、令和２年度は新型コロナ

ウイルス感染症対策のため受け入れを休止していたが今後、受け入れが可能となれば市

町村と調整を行いながら利用者の立場に立った対応を行うよう心掛ける。 

 

オ．行事の企画運営 

児童を対象とするセンター全体行事（入所棟内でのプール、おまつり広場、クリスマ

ス会など）については、令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策のため行事の規模

を縮小しつつ、工夫して企画運営を行った。入所・通所児童が行事を通して楽しみなが

ら様々な経験を積むことができるよう所内の関係部署との調整を行っている。 

 

カ．移行支援 

本事業は、こども総合療育センターを利用しているケースについて、個別治療（指導）

から地域へ療育等の主体を移行または併用する場合に、情報提供等を行うものである。 

支援先及び支援件数については、次の表のとおりとなっている。 
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移行支援事業 

保育園、幼稚園、学校 ４ 

内容としては、学校等に対して環境調査や支援方法などを伝えることや、対応について

の意見交換を行うなどの支援があった。 

 

キ．すこやか育児相談事業 

障がいの早期発見と早期療育の実現のために、各保健所（宇城・御船・熊本市を除く）で

実施されているすこやか育児相談事業へ医師、保健師、理学療法士、作業療法士及び心理療

法士を必要に応じて派遣している。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の状況に応じ

て開催を中止としたこともあった。なお、保健所別受診者数は以下のとおりである。 
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ク．受診結果連絡票 

当センターを受診するにあたり、保護者の同意が得られた方で、医師が地域保健師への

つなぎを必要とするケースについて、『受診結果連絡票』を送付している。令和２年度の

各圏域に送付した件数は以下のとおりである。 
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（5）地域療育支援 

令和２年度は、療育長兼言語聴覚士(1)、保育士(1)、作業療法士(1)、心理療法士(２)、

理学療法士（連携調整班より必要に応じて兼任）の計６名体制で、熊本市以外の各圏域の

支援に入っている。 

地域支援班の取組みとしては、熊本県の療育の質の向上のため地域が必要とする人材育

成等と、療育支援体制の整備を支えることを目的として、『熊本県障害児（者）療育拠点

施設事業』を実施している。 

その他の取組みとして、『熊本県障害児（者）地域療育支援事業』の在宅支援外来療育

等指導事業を活用して、着脱、食事、排泄など日常生活における自立を支援する身辺自立

支援を行っている。 

また、連携調整班所管の『すこやか育児相談事業』や『移行支援』にも、地域支援班ス

タッフが専門職として、また圏域担当として取組みに加わっている。 

 

＜事業内容及び支援状況＞ 

ア．熊本県障害児（者）療育拠点施設事業 

本事業は、県内（熊本市除く）１０カ所の障害保健福祉圏域（以下「圏域」という）を

対象とし、各圏域の療育の質の向上を図ることを目的として実施している。現在の地域の

状況として、平成２４年度の児童福祉法の一部改正に伴い、児童発達支援事業所、放課後

等デイサービス事業所が急増しているという現状がある（平成２２年度は３３ヵ所、平成

３１年度末では３６６ヵ所、令和２年度末では４１６ヵ所の登録となっている）。また、

市町村が委託する巡回支援専門員整備事業等、受け皿が増えてはいるものの、各機関の専

門性や役割の明確化が求められる状況である。 

そこで、各圏域の中核的機関である「地域療育センター」の依頼を受けて、圏域のニー

ズに合わせた支援を行っている。 

 

(ア) 地域療育センター等支援事業 

この事業は、地域と協議し、地域療育センター等へ専門職を派遣して療育に関する専門

的な助言・指導を行うものである（1年間を通じて、モデルとなるグループ・個別事例を

とおして、スタッフのスキルアップを図り、他のグループ・個別事例に活用してもらうこ

とを目的とする支援）。 

支援の方法としては定期支援（年度当初に調整会議にて承認された計画に沿って行う支

援）と、随時支援（定期支援以外で拠点施設の支援を希望される場合にその都度日程調整

を行い実施する支援）がある。 

 

表１ 地域別支援件数 

圏域名 宇城 有明 鹿本 菊池 阿蘇 上益城 八代 芦北 球磨 天草 計 

支援日数 ８ １３ １７ １４ １５ １７ １６ １５ ６ １４ １３５ 

 

拠点施設としての支援は、各圏域とも概ね月６回の定期･随時支援の枠の中で、療育に

関する知識･技術の向上を主目的として行っている。主な支援内容は、地域療育センター

から依頼された通所支援事業所等のグループ療育への助言等があげられる。 
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平成２４年度の児童福祉法の一部改正に伴う事業所の増加を受け、それまで主であった

児童発達支援事業に比べ、放課後等デイサービスへの支援依頼が増えてきている。 

また、療育支援の他に研修の依頼もある。今年度の圏域からの研修依頼は１３件あり、

“地域療育センター”が最も多く、定期支援を希望する事業所を集めて、集合研修を行い、

その後具体的な支援につなげるという形式をとる圏域が増えた。内容としては療育支援に

つながる「見立て（アセスメント）」を中心にした連続講座、具体的な支援に入る前に押

さえておくべき基本的な「ことばの発達」、「姿勢と不器用さ」に関する研修等を行った。

例年、年度初めに各圏域からの依頼で実施している「療育の定義」については、新型コロ

ナウィルス感染拡大時期と重なり、実施を見合わせざるを得ない状況であった。なお、地

域から依頼された研修に関しては、地域療育センターや児童発達支援センター等のスタッ

フが各種研修会を企画・運営・実施ができるようになることを目的に、事前打ち合わせや

準備等を含めて支援を行っている。 

 

(イ) 処遇困難事例支援事業 

この事業は、地域において処遇が困難な事例の問題解決を早期に図るため、地域療育セ

ンター等と連携し、関連機関スタッフとともに、在宅障がい児（者）とその家族に対して

専門的な立場から各種の支援を行うものである。 

 

表２ 処遇困難事例支援事業実施件数  

事例検討による支援 ０ 

処遇困難事例に対する後方支援 ４ 

合計 ４ 

 

(ウ) 地域療育システム支援事業 

この事業は、県内の地域療育システムの構築と推進のため、各圏域や県が開催する各種

療育関係会議等へ参加し、専門的な立場から助言及び情報提供を行うものである。 

 

表３ 圏域が主催するシステム支援事業実施件数 

県（地域振興局）から依頼 １６ 

市町村からの依頼 ８ 

地域療育センターからの依頼 ３ 

その他関係機関から依頼 ８ 

合計 ３５ 

 

各圏域が主催し、拠点施設へ参加依頼があった会議出席等が３５件である。これは、地

域療育システム構築のために開催される地域療育ネットワーク会議や地域療育センター

の実務的な運営を検討する運営会議（作業部会）等が含まれる。各圏域の状況把握の共有

や課題抽出等を目的とした市町村担当者や振興局福祉課等との会議に、主に圏域担当者が

参画した。また、今年度よりシステム支援の一環として、地域で開催されるペアレントプ

ログラムに講師として介入しており、「その他関係機関からの依頼」に加えている。 
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また、拠点施設として県全体の地域療育支援体制の推進を図るため、各種会議を開催し、

課題や取組みの情報交換を行っている。 

 表４ 拠点施設が主催するシステム支援事業 出席者数 

地域療育関係事業所連携会議 児童発達支援センター 

療育相談員          

その他 

コロナ感

染防止の

ため中止 

療育相談員会議 療育相談員 

その他 

 １３ 

  ９ 

今年度の地域療育関係者連携会議は、コロナ感染防止のため開催は見送ったものの、通

所支援事業所の圏域ごとの会議の推進や、前年度から提案していた要項案について圏域ご

とに検討の依頼をするなど、次につながる形を模索し、連携を図った。 

  療育相談員会議では、二次支援機関である「地域療育センターに求められること」等を

テーマに、情報交換を行い、現状の共有とより良い支援、コーディネートに向けて検討を

行った。 

 

(エ) 療育に関する情報収集・提供事業 

  この事業は、療育に関する情報の収集を行い、地域療育センター等へ提供するものであ

る。現状では、各圏域への支援時や会議参加時に情報提供を行うことが多い。圏域の状況

把握と、その共有等を目的とした市町村担当者との会議や、必要に応じて事業所への聞き

取りなども行っている。最近では圏域単位で事業所意見交換会を開催されることが増えて

いる。その他に、効果的な療育支援を実施することを目的として、必要に応じ、通所支援

事業所へ訪問し、療育内容の把握も行っている。更に、情報の共有や圏域の支援体制の整

備状況の把握を目的とした、市町村関係者や地域療育センターとの意見交換も実施してい

る。 

表５ 療育に関する情報収集・提供事業 実施件数 

県（地域振興局）主催 １２ 

市町村主催 ６ 

地域療育センター主催 ２８ 

その他関係機関の主催 ８ 

合計 ５４ 

 

(オ) 研修事業 

この事業は、地域療育従事者に対して、療育に関する知識・技術等についての各種研修

を実施し、地域療育従事者の資質向上を図り、地域の療育機能の向上に努めるものである。 

（実施状況は、表６を参照）。 

 

表６ 研修事業 参加人数 

療育相談員研修（R2.11.27） １４  

療育公開講座（R2.10.3） ２７２ 

障害児通所支援事業所児童発達支援管理責任者等スキル

アップ研修 
３２ 
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拠点施設は、例年「療育公開講座」と障害児通所支援事業所児童発達支援管理責任者を

対象とした「スキルアップ研修」、療育相談員を対象とした「療育相談員研修」を企画・

開催している。 

療育公開講座は、本県の地域療育関係者の資質や専門性の向上を図ることを目的に、毎

年開催している。令和２年度は、独立行政法人国立病院機構菊池病院医師の田中恭子先生

に講演を依頼し、「コミュニケーション～誰のため？何のため？～」というテーマで講演

会を行った。感染対策の一環として、会場の収容人数の半数を定員とし、参加者数は２７

２名であった。アンケート結果では回答した人の９８％の人が「とても参考になった」「参

考になった」と回答（回答率は８６％）。参加者からは「コミュニケーションが一方的に

ならないように考えてはいるが、利用児も自分の気持ち・考えが分からないことや表現が

難しいことを再確認することができた。」「見本になる大人としてコミュニケーションのあ

り方を示せるように日々の関わりから気を付けていきたい。」「コミュニケーションのスキ

ルとかではなく、特性を捉えた支援の視点で今後にとても活かせる内容だった。」などの

感想が聞かれた。 

 

＜まとめ＞ 

グラフ１は令和２年度の「地域療育センター等支援事業」、「処遇困難事例支援事業」、「地

域療育システム支援事業」、「療育に関する情報収集・情報提供事業」の支援件数を、圏域

毎にまとめたものである。 

グラフ１ 

 

今年度は新型コロナウィルス感染拡大防止により、リスクレベルに合わせ支援を行った

ため、全体的に例年より件数が低くなっている。その中で見ていくと、「地域療育センタ

ー等支援事業」の割合が最も多くを占めていることがわかる。この「地域療育センター等

支援事業」は、地域療育センターをはじめとする地域の療育機能の向上を目的として行っ
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ているものである。児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所の急増により、事

業所スタッフのスキルを底上げしていく必要があった。そのため、より効果的な支援のあ

り方を圏域の中核的機関である地域療育センターや市町村等と協議し、全体研修や後方支

援を通して、事業所支援を担っていただけるよう地域療育センターや児童発達支援センタ

ーへの支援に重点を置いた。今後も圏域の状況に合わせ、地域療育センター等と連携しな

がら事業所支援を進めていく必要がある。 

また「地域療育システム支援事業」においても、例年圏域で開催される調整会議やネッ

トワーク会議等が新型コロナウィルス感染拡大により、軒並み中止となり、多くは書面で

の開催となった。そのため「情報収集・情報提供事業」として、圏域担当等が、少人数で

の打ち合わせを中心に各圏域の関係機関とやりとりし、情報収集・提供を行った。 

令和３年度においても引き続き新型コロナウィルス感染拡大により事業への影響が大

きいことが予想されるため、状況を見ながら実現可能な支援のあり方を検討し、各圏域の

ニーズに合わせた取組みを行っていく。 

 

イ.熊本県障害児（者）地域療育支援事業および熊本市障害児等療育支援事業 

当センターにおける身辺自立支援は『熊本県障害児（者）地域療育支援事業』および『熊

本市障害児等療育支援事業』に基づき実施している。平成１６年度から実施しており、１

７年目となる。 

  在宅で障がいにより生活面に困難さのある児童とそのご家族等を対象に「子どもの捉え

方や関わり方」並びに食事や排泄・衣服の着脱など「日常生活における身辺自立に向けた

取組み」の支援することを目的としている。 

 

(ア) 身辺自立支援に関する相談対応 

児童と一緒にまたはご家族のみで来所していただき、児童の生活状況等を聞き取りなが

ら関わり方や留意点等について検討・助言などを行っている。必要に応じて電話での相談

も受けている。（相談時間は３０分～２時間程度） 

(イ) 身辺自立支援に関する療育指導 

在宅で障がいにより生活面に困難さのある児童とそのご家族等を対象に親子での通所

による個別療育指導を実施している。家庭をイメージした部屋で、児童の現状やニーズに

合わせた具体的な取り組み方を検討し、実際に食事や着脱などをご家族と実践しながらご

家庭や園・学校等の児童の生活場面で活かせる工夫などを助言している。（療育指導時間

は１～２時間程度） 

 

平成２７年度より保育士１名体制で対応している。近年、地域の障害児通所支援事業所

をご利用の児童についてはまず上記（ア）（イ）で対応する前に、利用中の通所支援事業

所等関係職員が主となり、保護者の相談対応ができるよう働きかけサポートを行っている。

事業所内での取組みを基に、児童の生活の場であるご家庭や園・学校生活へ般化していた

だき、実際の場面で児童により適した関わりをしていただけるよう関係機関職員への電話

相談や現場での検討などの対応を行っている。困難事例の場合は療育拠点施設事業におけ

る地域療育センター等支援事業で対応することもある。今後も関係機関と連携を図りなが

ら児童とそのご家族が地域での生活をスムーズに送れるよう働きかけを行っていく。 
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（6）栄養（食事提供・栄養管理） 

 
栄養室では、入所児及び付き添い者、短期療育・短期入所事業対象児、措置外

入院児・者及び付き添い者、通園児へ食事を提供している。 

栄養室の運営にあたっては、ユニットケアや療育・保育のそれぞれの目的に適

した食事サービスをめざし、平成１６年６月より、配膳のサテライト方式やクッ

クチル等の新調理を取り入れた新しい食事提供システムをスタートさせた。 

食事の内容については、対象児の障がいの種類や程度により体格や摂食能力が

大きく異なるため、全ての入所・入院児及び通園児に対して医師から出される食

事箋（年齢・身体状況・摂食能力に応じて栄養給与量及び食形態を選定）に基づ

き決定している。 

また、病院治療食としての目的を大切にしながらも、より家庭的な雰囲気の中

での食事提供に努めるとともに、入所児は隣接の松橋東支援学校に通っているこ

とから学校給食の観点をも加味した食事提供のあり方を模索している。 

平成２６年７月から給食調理業務を民間へ委託し、給食提供を行っている。 

 

（現状） 

ア．栄養管理委員会の開催 

食事提供の運営方針 

 個に応じた栄養管理と安全安心な食事の提供 

①ユニットケアのねらいに沿った食事の提供 

②安全かつ美味しい食事の提供 

③栄養評価（食事摂取状況、身体状況の変化等）に基づく栄養管理 

 

栄養管理運営については、関係者の会議を定期的に開催し、現状報告及び課題

解決のための協議を行い、食事サービス及び栄養管理の質の向上をめざしてい

る。 

委員：所長、事務部長、総看護師長、診療部長、総務課長、薬剤師、生活棟看

護師長、生活棟保育士代表、生活棟看護師代表、医療棟看護師長、外来看

護師長、言語聴覚士代表、療育長（通園）、連携調整班長、管理栄養士、

委託管理栄養士等 

 

イ．食事基準の設定 

①乳児から大人までを対象とし、②実年齢と体格年齢の格差が大きいこと、③

身体活動レベルの差が大きいこと、④摂食障害を有する児が多いこと、⑤食歴の

個人差が大きいこと等を考慮して、提供する食事の種類の基準を次のように設定

している。 
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栄養給与目標量  *H27.7.1改訂                      食  種 

区分 
ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂 質 

kcal %ｴﾈﾙｷﾞｰ g %ｴﾈﾙｷﾞｰ 

  1      2000 

13～20 

(中央値

16.5) 

   80 

20～30 

(中央値25) 

  2      1800    70 

  3      1600    65 

  4      1400    60 

  5      1200    50 

  6      1000    40 

  7       800    30 

 8 その他 個別指示 

離乳食  

  9       600     15 40 

  10       680     25 40 

  11       800 13～20    30 20～30 

  
主食の種類・形態                       パンの形態   麺の形態 

   １．普通           ６．七分粥 

   ２．軟飯           ７．五分粥 

   ３．全粥           ８．三分粥 

   ４．ドロドロ       ９．おもゆ 

   ５．ペースト 

 

 

  １．普通 

  ２．パン粥 

 

 

  １．普通 

  ２．大キザミ 

  ３．キザミ 

 ４．やわらか 

 

            

      

   各形態における調理済み食品の大きさ・性状の目安 

  普通  

  大キザミ    2㎝×2㎝ 

  キザミ    1㎝×1㎝ 

  極小キザミ    ご飯粒程度 

  ドロドロ    歯茎でつぶれる程度に柔らかく、粒が少し残っている 

  ペースト    粒がない状態でトロリとしている 

  ソフト食  キザミ～ペーストに加工した食材をスベラカーゼ＊で固めたもの 

 ＊スベラカーゼ…食材をまとまりやすくするためのゲル化剤 

 

   主食の炊きあがりの重量倍率                

  常食のご飯  生米の ２．２倍     ※食事時の見取りや聞き取りを通して   

   食事摂取状況や嗜好傾向を把握し、 

   形態・性状の調整を行っている。       

  軟飯            ３．０倍 

  全粥            ５．０倍 

 

 

副食の形態 

１．常食 

２．軟菜食 

３．離乳食 
（前期・中期・後期・完了期） 

４．特別食 

５．絶食 

１．普通 

２．大キザミ 

３．キザミ 

４．極小キザミ 

５．ドロドロ 

６．ペースト 

 

※ソフト食対応（３～６） 
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ウ．ユニットケアや療育・保育の目的に適した食事提供のためのシステム 

家庭的な雰囲気の中で食事を提供するために、また、子どもがごはんの炊ける

匂いや切り刻む音などを感じることで様々な感覚が育つことをねらって、さら

に、子どもが“台所”を身近に感じることで食への関心が芽生え、将来に向けて

健康的に食べる力が育つことを期待して、２つの生活棟では、それぞれに設置し

たサテライトキッチンより食事提供している。セントラルキッチン（主厨房）で

調理した料理をサテライトキッチンへ衛生的に持ち出すためにクックチル方式

（加熱調理後急速冷却して芯温が０～３℃を保つようにチルド保管したものを

温菜は再加熱して、冷菜は低温を保ったままの状態で提供）を採用している。 

また、比較的短期間の入所となる医療棟については、保冷加熱カートを使用し

てニュークックチル方式を採用し、食事形態やアレルギー除去等で個別対応が多

い通園については、セントラルキッチンで中央配膳したものを温冷配膳カートや

適温カートを使用して提供するなど、安全で適温の食事提供を心がけている。 

さらに、通園単独クラスでは、自閉症児の食嗜好の特殊性を考慮して保育室で

の盛りつけを行うため、料理毎にホテルパン、フードパン、ライスジャー、スー

プジャー等に入れて適温カートで提供している。 

 

食 事 提 供 方 法 一 覧 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 食数 提供方法 カート等

入所 20
　　温冷断熱BOXカート

20

毎日 母子棟 入所児 8

３回/日 付添食 8

医療棟 入所児・者 12

付添食 2

入所計 70

20

30

通所計 50 　

総数 120

生活１

生活２

サテライトキッチン（生活
棟内）に於いて最終加
熱、盛りつけ、提供

セントラルキッチン（中央）で盛りつけ後、ニュー
クックチルカートで氷温保存→セット時刻に再加
熱→芯温確認して提供
主食・汁物・クックサーブ温菜については保温カー
トで提供

通所

休・祝・祭
日を除く
昼のみ

母子

料理毎にホテルパン、フードパン、ライスジャー、
スープジャー等に入れて適温カートで提供し、単
独通園食堂で盛り付け

単独

セントラルキッチンでクックチルの最終加熱及び
クックサーブ調理したものを盛りつけ、トレイメイク
して温冷蔵配膳カートで提供

サテライトキッチン 

セントラルキッチン 

生活棟の食事風景 

適温カート 

  

  

  

冷温蔵配膳車 

ﾆｭｰｸｯｸﾁルｶｰﾄ 

適温カート 

すこや

かハウ

ス 

家族クラス 

単独クラス 

３食 

・ 

おやつ 
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エ．食事時間 

朝食は７時３０分、昼食は１２時３０分、夕食は１８時としている。 

また、通園の昼食時間は１２時としている。 

 

オ．食種別給食数の状況 

令和３年４月現在の入所児及び通園児の栄養給与目標・形態別給食数は下表の

とおりである。 

        食事提供対象者数一覧        R3.4.30現在 

虹の丘
（生活棟）

風の丘
（生活棟）

医療棟 家族棟 計
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ
（家族）

ひまわり
（単独）

あさがお
（単独）

コスモス
（単独）

計

① 2000 2

② 1800

③ 1600

④ 1400

⑤ 1200 1 5 3 5

⑥ 1000 3 2 3

⑦ 800 1

⑤ 1200 1 2

⑥ 1000 1

⑤ 1200

⑥ 1000

⑤ 1200 1

⑥ 1000 1

④ 1300

⑦ 800

④ 1400 1 1

⑥ 1000

④ 1400

⑤ 1200 1

⑥ 1000 1

⑦ 800

④ 1400

⑥ 1000 1 2 1

1300

⑤ 1200 1

⑥ 1000

⑦ 800 1

⑤ 1200 1 1

⑥ 1000

⑦ 800

⑧ 350

⑦ 完了期 1 1

⑧ 後　期 1

⑨ 中　期 1

⑩ 前　期 1 1

③ 1600 1

⑤ 1200 1 1 1 1 1

⑥ 1000

⑦ 800 2

450 1

250 1

訓練食 0 0

7 6 7 1 21 6 11 11 10 38

食　　種

入　所 通　園

常
　
食

普　通
3

14.3%
22
57.9%

大キザミ 0
4

10.5%

キザミ
1
4.8%

1
2.6%

キザミ 0 0

極小キザミ 0
2
5.3%

0 0

大キザミ
2
9.5%

0

極小キザミ
3

14.3%
1
2.6%

ドロドロ
2
9.5%

0

注入食
2
9.5%

0

計(食事提供対象者数)

ペースト
2
9.5%

0

特
別
食

離乳食
4

19.0%
2
5.3%

ｱﾚﾙｷﾞｰ
除去
2
9.5%

6
15.8%

軟
菜
食

普通
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カ．保護者を対象とした栄養研修の実施 

摂食機能の向上のために、入所及び通園期間中は、ほぼ個別対応の食事を提供

することとなる。保護者には、提供する食事を具体的な食事モデルとして見ても

らい、関係他部門のスタッフと連携を取りながら食事指導にあたっている。 

 

キ．栄養指導の実施 

外来患者及び入所児や通園児に対する栄養指導は、主治医からの栄養指導依頼

を受けて実施している。栄養指導に際しては、事前に３日間の食事記録を提出し

てもらい、栄養摂取のバランスや食事時間等を把握のうえ、効果的なアドバイス

ができるよう努めている。 

 

令和２年度栄養指導内容別件数(R2.4.1～R3.3.31) 

指導内容 回数 延人数 

個 別 

自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害による偏食に関する食事指導 1 1 

退所後の食事（食事種別、形態、提供量、作り方、

食事のﾎﾟｲﾝﾄ、禁忌食品）について 
1 1 

少食に対する食事指導について 1 1 

少食に対する食事指導、食事調査結果について 1 1 

退所後の食事（注入食）について 1 1 

偏食、少食、食事バランスについて 1 2 

水分摂取、食事摂取量について 1 1 

注入食の調理方法、進め方について 1 1 

食事量、食形態について 1 1 

集 団 

幼児食、偏食、脳の働きを高める栄養素について １ 2 

栄養業務、食形態変更、食札の見方、テスト食、

訓練食について 
１ 12 

学校で収穫したﾎｳﾚﾝｿｳを使ったデザートづくり 2 11 

幼児食、効率的なｴﾈﾙｷﾞｰ・栄養素の摂取について １ 1 

 

ク．行事食の提供及び食育（クッキング）の実施 

子どもの食生活の楽しみを膨らませるために、センター及び学校の行事に伴う

行事食や弁当の提供、四季折々の伝統行事に関わる料理や地産食材の積極的な取

り入れなどを行っている。 

また、誕生日には自分の好きなおやつをリクエストできる「誕生日リクエスト

おやつ」や、「クッキング」としてカレーやたこ焼きなどを自分たちで調理をし

たり、おやつのトッピングなどをして楽しむ機会を設けている。 
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食事提供に関わる年間行事等 

４月 

５月 

７月 

８月 

９月 

１０月 

１２月 

１月 

２月 

３月 

入学・始業式お祝い膳 

 こどもの日お祝い膳、学校運動会弁当、通園春の遠足弁当 

 七夕膳、海の日膳、海水浴弁当 

流しそうめん、土用丑の日膳、バーベキュー 

 通園秋の遠足弁当、中秋の名月膳 

通園運動会弁当、ハロウィンおやつ 

クリスマスバイキング、年越し膳 

 おせち料理、七草粥、鏡開き（栗ぜんざい） 

 節分膳、バレンタインおやつ 

ひなまつり膳、卒業・卒園・修了式お祝い膳 

※その他、毎月１～２回程度食育クッキングを開催 
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９ 事業実績の概要 

 

 (1) 入所児童の推移 

      当センターは、県内で唯一の児童福祉法に基づく肢体不自由児施設として、昭和３

  ０年７月１日に熊本県松橋療護園として開設された。当初５０名の定員でスタート 

  し、以降、２回の増床を経て、昭和３６年８月には１２０名となった。 

   平成元年頃から出生率の減少、疾病構造の変化、障がい児療育の在宅ケアの推進等

に伴い、入所児童数が減少し、外来機能の充実が必要となってきた。このため、平成

６年度に松橋療護園からこども総合療育センターへの機構の改編が行われ、障がい児

や障がいのあるこどもの総合的診断のための機能の充実が図られた。同時に入所定員

は、６０名に縮小された。 

   平成６年度以降、入所者は、概ね４０人程度で推移している。また、入所期間は全

体として短くなっており、手術等によるリハビリ目的へと移行していると考えられる

が、他方では、家庭環境等の要因により入所が長期化する例もあり、二極化する傾向

がある。 

   平成１６年６月、再編整備事業により、医療棟、生活棟及びすこやかハウス（家族

入所）に分棟化した新たな入所棟の供用を開始し、ユニットケアに取り組んでいる。

その結果、入所児の生活面において、個性が現れてきたほか、他児との関わり、自主

的行動、手伝いなど生活行為の増加が見られるようになり、生活力が引き出されてき

ている。 

   平成２４年４月には、児童福祉法の改正により、肢体不自由児施設から医療型障害

児入所施設に移行した。 

入所児数は、恒常的に定員を下回っており、入所児数の増について検討する必要が

あるが、短期入所（日中一時支援事業を含む）については、平成３１年４月に定員を

２床から４床に増やした結果、対前年度比７６．５％増となった。 

 

 (2)外来の推移 

     初診時年齢で見ると、以前は１歳未満が最も多く、３歳児までの乳幼児が大部分を 

  占めていたが、平成２０年度以降は４才～６才が最も多くなっている。 

   利用者は、県内全域にわたっており、その大部分が地域の乳幼児健診、総合発達相談

   及び病院からの紹介患者である。 

   外来患者数は、平成２７年度以降、概ね１６，０００人前後（歯科受診含む）で推移 

している。 

     新患については、ここ数年は７００～８００人台で推移している。疾病分類別で見る

と、精神発達的問題、特に自閉症児の受診が増加している。 
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 (3)医療・福祉関係職員等の育成 

    ア 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

        年間を通して県内外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の養成校からの学

   生の臨床実習を受け入れている。 

    イ 保健師研修 

        県内各保健所に勤務し、日頃乳幼児健診にたずさわる保健師に、特に脳性麻痺、

   脳性運動障がい児の超早期発見のための研修を計画的に行い、これらに関する啓発

   を促すと同時に、県内における乳幼児運動健診事業に寄与している。 

    ウ 看護学生研修 

        地元の宇城看護高等専修学校や熊本保健科学大学、熊本駅前看護リハビリテーシ

ョン学院看護学科等の臨床実習施設として、学生を受け入れている。 

    エ 保育士・社会福祉士の研修 

        年間を通して県内外の大学から実習生を受け入れている。 

    オ 介護福祉士 

        県内の大学から学生の臨床実習生を受け入れている。 

    カ 教員免許特例法介護体験 

        県内の大学から教員志望者を受け入れている。 

    キ 中学生職場体験訪問学習 

        地元中学校から生徒の体験学習を受け入れている。 

  ※上記ア～キは、新型コロナウイルス感染症のリスクレベルに応じて実施 

  

 (4)職員の研究・研修 

     当センターの医療・療育事業は、多数の職種から構成される職員のチームワークによ

  り行われている。そして、それぞれの職員が、業務を遂行するうえで求められる専門知

   識と技術は、日々進歩している。このため、当センターでは、研究・研修活動に積極的

   に取り組み、医療・療育レベルの向上に努めている。 

   また、虐待防止対策として、障がい児（者）虐待を発見しやすい立場にあることを常

に自覚するとともに、障がい児（者）虐待を未然に防ぐことを目的として、令和２年度

は次の研修を実施した。 

   ・虐待防止策等を学ぶため他施設を視察した職員による報告研修 

   ・職員の採用・転入時における虐待防止研修 

   ・虐待防止マニュアル等を使用しての定期的な部署内研修 


